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太陽光発電の意義

日本のエネルギー事情
 化石燃料依存度が一次エネルギー供給の８割
 その９割超を輸入
 エネルギー源の多様化、地球温暖化問題への対応が必要

太陽光発電は、
 ほぼ無尽蔵の純国産エネルギー
 発電時にＣＯ２を排出しないエネルギー

産業・経済面での重要性
 日本の技術力が優位
 材料、周辺機器、施工など裾野の広い産業

日本の太陽光発電の特徴
 累積導入量の約８割が住宅の屋根
 既存住宅、新築住宅、集合住宅のいずれにも設置可能
 今は価格が高いが、近い将来に下がる見通し



２０２０２００５

太陽光発電の導入シナリオ （試算）

住宅用：約５３０万戸

３５０万ｋｌ（１４００万ｋＷ）

住宅約８割

非住宅約２割

住宅約７割

非住宅約３割

７００万ｋｌ（２８００万ｋＷ）
２００５年の約２０倍

３５万ｋｌ（１４０万ｋＷ）

住宅用太陽光
発電補助金開始

系統対策の
技術開発が必要

新たな買取制度の
実施

２００５年の約１０倍

住宅用：約３２万戸
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太陽光発電の普及支援

 住宅用、非住宅用の双方に、導入補助、税制優遇を実施

 ＲＰＳ法（電気事業者に一定量の新エネルギー導入義務）

 技術開発を支援

 太陽光発電の余剰電力を高く買い取る制度

従来は、

これらに加えて、
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住宅向け 非住宅向け

補助
システム価格が７０万円／ｋＷ以下であって、
品質保証等の要件を満たすシステムに対し、
１ｋＷあたり７万円を補助

○自治体等

導入費用の１／２

○民間事業者等

導入費用の１／３

税制
○新築ローン減税

○省エネ改修減税

○７％税額控除（中小企業等）

または即時償却

○固定資産税の特例

太陽光発電導入支援のための補助制度、税制の概要

太陽光発電導入支援のための補助制度、税制の概要



平成22年4月
負担転嫁の開始

平成21年11月
11/1以降、実際に買取開始

【「太陽光発電の新たな買取制度」については、関連法令を8月末に公布。11月1日から順次買取が行
われる。】

「太陽光発電の新たな買取制度」について

平成21年8月末
大臣告示等所要の法令の公布

電力事業者による既存契約（約45万件）
の契約更改手続やシステム整備（2か月）

【買取価格・期間】
 住宅用は48円/kWh、工場・事業所・学校等
については、補助率が高いことも勘案し24円
/kWh。（いずれも現在の自主買取価格の約2

倍。）
 その他（メガソーラー、発電事業目的等）は相
対取引。
 いわゆる「ダブル発電」（太陽光発電＋燃料
電池等の併設）の場合、39円/kWh。（工場等
については20円/kWh。）
 「2年目以降の買取価格」は、実際の導入状
況、パネル価格の動向を踏まえつつ、約5年で
半額迄引き下げることを目標とする。
 買取開始から10年間買取を行う。

【費用回収・負担回収】
 買取費用の回収・負担転嫁については、22

年4月より回収を開始。（21年分の回収。）
 費用の負担は、電気の使用量に応じて比例
的に負担が増える仕組みとする。導入当初は
約0.1円/kWh、標準世帯では月額30円程度。

新規設置者はその時点から随時買取開始

【広報・広聴活動】
 積極的なPR活動を実施。まずは9月から専
用ホームページを経済産業省に開設。

 以降、全国説明会を開催。パンフレット等で
の制度の詳細説明を行う。

（買取制度ＨＰ）
http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html 

平成22年1月
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○ 太陽光発電システムで作られた電力のうち、余剰電力が買取対象。
○ 買取期間は買取を開始した時点から10年間で、買取価格は固定。
（※設置された年度によって買取価格は異なる。導入当初は住宅用（10ｋＷ未満）であれば48円/ｋＷｈ。）

○ 負担額については、電力需要家全員で負担をする全員参加型の制度。

買取制度のポイント

買取収入
（住宅用48円/ｋＷｈ等）

余剰となる電気

太陽光発電の導入者

太陽光
サーチャージ
（全電力需要家
によって負担）

電気電
力
会
社

需
要
家

買取収入
（住宅用以外24円/ｋＷｈ等）

余剰となる電気

※導入当初は住宅用（１０ｋＷ未満）は４８円/ｋＷｈ、それ以外は２４円/ｋＷｈ。
自家発電設備を併設している場合は、それぞれ３９円/ｋＷｈ、２０円/ｋＷｈ。

「太陽光発電の新たな買取制度」の概要
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０ ５００～１０～

買取価格は
相対契約で決定

５００未満 （ｋＷ）１０未満

（設置した太陽光パネルの出力）

４８円/ｋＷｈ ２４円/ｋＷｈ

２４円/ｋＷｈ

発電事業目的等

買取価格について（導入当初：平成２１年１１月）

住宅用

工場・
事業所等

発電事業目的等

買取価格は
相対契約で決定
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※１ 太陽光発電システム価格は平成２１年１月～３月に受理した補助金申請実績に基づき試算。なお、システム設置に係る金利・メンテナンス費用や
設置後に発生する修繕費等は考慮していない。

※２ 補助金：１kWあたり７万円＋住宅ローン減税（約１９万円）
※３ グリーン電力価値売却収入（自家消費分）については、１kWhあたり約５円として試算。証書発行事業者との個別契約等が別途必要。

自治体補助の有無は自治体により異なるが、支援措置を講じている自治体（都道府県・市町村レベル）の補助額平均は１kWあたり約３．８万円
（平成２０年度）。 （例）東京都では、平成２１年４月から１kWあたり１０万円の補助制度を実施。

※４ 発電容量：３．５kW 売電比率：平均６割、発電効率：約１２%、売電単価：現在２４円/kWh、新制度下４８円/kWhと仮定して試算。

太陽光発電システム 約１８５万円（※１）

国の支援
（補助金・減税）
約４３万円
（※２）

現在の家庭の負担
（設置後１０年時点）

約３７万円

電気料金節約額
（１０年間の合計）
約３５万円

支出

現在の
コスト回収

余った電力の売電収入
（１０年間の合計）
約５０万円

（※４）

新制度下の
コスト回収

新制度による
１０年間の売電収入

約１００万円
（※４）

余った電力の売電収入電気料金節約額
（１０年間の合計）
約３５万円

グリーン
電力価値、
自治体補助
約２０万円
（※３）

グリーン
電力価値、
自治体補助
約２０万円
（※３）

国の支援
（補助金・減税）
約４３万円
（※２）

太陽光発電システムのコスト回収の試算（新築の場合：モデルケース）
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買取制度小委員会の活用

○ 次年度以降の、買取価格については、実導入状況や、市場価格推移等を注視しつつ
低減させていくものとされており、その見直しを毎年度ごとに買取制度小委員会で行って
いくことが適切ではないかと考えられる。

• 今後３～５年以内にシステム価格を半額程度にすることを目指すという観点から、例えば、制度
導入後２年目の買取価格について、今後必要に応じて買取制度小委員会で再度検討を行うべき
と考えられる。

「買取価格については、設置する年度毎に低減させていくものとし、３～５年以内にシステム価格を半額程度にす
ることを目指し、太陽光発電を設置する者や製造・販売事業者、エネルギー関連産業などの予見可能性を勘案し
ながら、設定していくことを基本とする」

【新エネルギー部会「とりまとめ」（抜粋）】
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翌年度想定需要電力量[kWh]

当該年の買取費用総額 ± 過去の調整分当該年の回避可能費用－

◆太陽光サーチャージ単価の計算式（イメージ）

◆買取費用の回収時期

平成22年
1月

平成22
年 4月

平成23年
1月

平成23年
4月

平成24年
4月

買取

平成24年
1月

平成25年
1月

回収

平成25年
4月

☆

買
取
小
委

買取価格：４８[円/ｋＷｈ] 買取価格：○[円/ｋＷｈ]

買取 回収
☆

買
取
小
委

買取 回収
☆

買
取
小
委

差額分調整

サーチャージ単価：■[銭/kWh]

サーチャージ単価：■[銭/kWh]

サーチャージ単価■[銭/kWh]

太陽光サーチャージ単価[銭/kWh]

＝

年度ごとに低減（告示）
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買取費用の回収時期

平成21年
11月

買取価格：○[円/ｋＷｈ] 買取価格：○[円/ｋＷｈ]



電力需要家の負担（試算）について

導入当初 5～10年目

買取総額（円 / 年） 約800億～900億 約1,800億～3,000億

kWh当たり負担額（円 / kWh） 約 0.1 約0.15～0.30

標準家庭負担額（円 / 月） 約 30 約45～90

標準家庭消費電力量（kWh / 月） 約300 約300

産業界全体の負担額（円/月） 約30億 約45億～90億

うち、大口需要産業負担額
（円 / 月）

－例） 機械
－例） 鉄鋼
－例） 化学

約23.5億

約6.0億
約3.0億
約2.5億

約35.0～70.0億

約9.0～18.0億
約4.5～9.0億
約3.8～7.5億

産業界全体の消費電力量（kWh/月） 約300億 約300億

うち、大口需要産業消費電力量
（kWh / 月）

－例） 機械
－例） 鉄鋼
－例） 化学

約235億

約60億
約30億
約25億

約235億

約60億
約30億
約25億

（※）標準家庭、大口需要産業共に、現在の消費実績を前提として試算
（※）電気事業連合会2008年度分電力需要実績（確報）H21.4.30より （※）総合エネルギー統計（2007年度実績数値）より

kWh当たりの負担額を試算した結果、
導入当初の負担は0.1円/kWhとなり、
標準家庭における負担額としては、
月額数十円から100円程度となる。

※左記試算は買取費用全体の負担で
あり、回避可能原価や、料金原価見直
しまでの期間における原価相当分につ
いては控除していない。このため、太陽
光サーチャージの負担額は、左記より
減尐することが想定される。
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【広報・広聴活動】
 積極的なPR活動を実施。まずは9月から専
用ホームページを経済産業省に開設。

 以降、全国説明会を開催。パンフレット等で
の制度の詳細説明を行う。

（買取制度ＨＰ）
http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html 

平成22年1月
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